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します。  

令和８年６月２９日  

 

　　　　　　　　　　　　  尾張旭市監査委員　山　田　義　浩  

 

 

                         尾張旭市監査委員　 　原　美佳子  

 

 



1/4

公の施設の指定管理者監査報告書 
 
１　準拠した基準 

尾張旭市監査基準（令和２年尾張旭市監査委員告示第１号） 

２　監査の種類 

公の施設の指定管理者監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第１９９条第７項の規定による監査のうち、本市が法第２４４条の２第

３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行

で当該公の施設の管理に係るものに係るもの） 

３　監査の対象 

⑴　尾張旭市立茅ヶ池保育園（以下「茅ヶ池保育園」という。）の指定管理者であ

る株式会社日本保育サービスの令和６年度及び令和７年度における当該施設の管

理に係る出納その他の事務の執行 

⑵　⑴の施設の所管課（こども子育て部保育課）の当該施設に係る事務の執行 

４　監査の着眼点 

公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行がその目的に沿って行われている

かを主眼として実施した。 

５　監査の実施内容 
令和８年４月２４日から同年６月２６日までの間、３に記載の事務について、提

出された監査資料や帳簿等関係書類を確認するとともに、株式会社日本保育サービ

ス及びこども子育て部保育課の職員から説明を求めることにより実施した。 

６　監査の結果 
監査の対象となった事務について、一部不適切なものが次のとおり見受けられた

ので、指摘する。今後の事務執行等に当たっては、これらの点に留意するとともに、

必要な措置を講じられたい。 

なお、措置を講じた場合は、その旨を通知されたい。 

　⑴　株式会社日本保育サービスに係るもの 

ア　是正改善すべきもの（監査結果の取扱基準（平成２０年９月２９日尾張旭市

監査委員策定。以下「取扱基準」という。）第２項第１号に規定するものをい

う。以下同じ。） 

指定管理者は、毎会計年度の終了後３０日以内に法第２４４条の２第７項に

規定する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない（尾張旭市公の

施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年尾張旭市条例
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第２７号）第８条）とされているところ、同法人は令和７年度の事業報告書を

令和８年４月３０日までに提出していなかった。 

法令等に則した手続を適切に実施されたい。 

イ　注意すべきもの（取扱基準第２項第３号に規定するものをいう。以下同じ。） 

(ア)　管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定書」という。）及び指定管

理者仕様書（以下「仕様書」という。）によれば、費用が１件につき１０万

円（消費税及び地方消費税を含む。）以上の施設や設備、備品等の修繕は市が

行うが、緊急を要するものについては、市長と協議の上、指定管理者が行う

ことができるものとされている。 

しかしながら、同法人は、市長と協議しないまま令和７年３月２１日に　

１０万円以上の遊具塗装の修繕を実施していた。その後、同月２６日付けで

遅延理由書と併せて協議書を市長に提出していた。 

基本協定書及び仕様書に則した業務を実施されたい。 

(イ)　仕様書によれば、指定管理者は、市の所有に属する物品のうち備品につい

ては、備品台帳を備え、取得や廃棄等の異動について随時、市長に報告しな

ければならない。 

しかしながら、備品Ⅰ種（市が指定管理者に無償で貸与しているもの）に

ついて、実査したところ、備品Ⅰ種のうち３点については廃棄に係る手続を

行うことなく廃棄されていた。 

仕様書に則した業務を実施されたい。 

(ウ)　仕様書において、業務に係る文書は文書目録を作成し保管することとされ

ているところ、同法人は、同目録を作成していなかった。 

仕様書に則した業務を実施されたい。 

(エ)　仕様書において、施設修繕等施設管理に係る業務を実施した場合は、業務

完了書の作成を行うこととされているところ、同法人は、同書を作成してい

なかった。 

仕様書に則した業務を実施されたい。 

⑵　こども子育て部保育課に係るもの 

ア　是正改善すべきもの 

 廃棄に係る手続を行うことなく廃棄されていた物品

 備品No.８０９　カメラ 

備品No.８１０　複写機 

備品No.８２４　ワープロ
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尾張旭市物品管理規則（平成２５年尾張旭市規則第３号）第２３条の規定に

より、毎年１回、使用中の物品及び備品台帳について検査をしなければならな

い。 

この点、本業務に係り指定管理者に貸与した備品については、毎年、指定管

理者が点検し、同課が照合しているとのことであった。 

⑴イ(イ)にあるように、備品Ⅰ種について、実査したところ、廃棄に係る手続

を行うことなく廃棄されているものを確認した。このことは、同課の照合の事

務手続が不十分であることを表している。 

また、同規則第９条に規定する備品ラベル（以下「ラベル」という。）が付

されていない備品やラベルが劣化し内容が読み取れない備品があることを確認

した。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

イ　注意すべきもの 

(ア)　法第２４４条の２第８項に規定される利用料金は、同条第９項の規定によ

り、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、

指定管理者が定めるものとされている。この場合において、指定管理者は、

あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなけれ

ばならない。 

この点、茅ヶ池保育園に係る利用料金（尾張旭市特別保育の実施に関する

条例（平成１８年尾張旭市条例第４３号）第５条第１項に規定する特別保育

料）は、市として公益上必要があると認め同条例第６条第１項でその金額を

具体的に定めているにもかかわらず、基本協定書には、特別保育料は指定管

理者が同条例に規定する金額の範囲内において定め、その決定及び改定につ

いては、事前に市の承諾を受けるものとし、必要に応じて市と指定管理者の

協議を行うものとする旨規定していた。 

基本協定書は、実態に即したものとされたい。 

(イ)　同課は、指定管理料の修繕費において返還金が生じるか把握するため（仕

様書において、指定管理者は、施設及び設備並びに備品等の修繕に関する予

算を事業年度ごとに１００万円以上計上することとし、事業年度終了後に残

額が出た場合は市に精算返還することとされている。）、令和７年２月２８日

付けで令和６年度施設修繕実績報告書の提出を指定管理者に依頼している。 

 ラベルが付されていなかった物品

 備品No.１１７２　対面式おさんぽ車
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指 定 管 理 者 に よ れば 、 当 初 、 同 年 ３ 月 ２ ４日 に 報 告 書 （ 税 込　　　　　　　

１，００６，１１５円）を提出したが、その際、エアコンフィルター清掃

（税込１０７，８００円）が対象外であると市から指摘されたため、提出日

の２４日以降に修繕したもの（同月２９日実施　建具修繕（事務室）税込　　　　　　

５３，２４０円、同月３１日実施　建具修繕（保育室）税込５４，５６０円）

を追加 で記 載して 再提出した とのこ とであ る（再提出 時：税 込　　　　　　

１，００６，１１５円）。しかしながら、同課には、再提出の報告書を受け付

けた記録はなく、当初提出の報告書のみ保管されていた。 

なお、同課は、当初提出の報告書を基に１００万円以上の修繕を実施した

として精算返還がないものとしていたが、対象外のエアコンフィルター清掃

を除くと、税込８９８，３１５円で残額が出ることから返還金が生じること

となる。 

正確な実績の把握とこれに伴う事務を適切に実施されたい。


